
北東北インバウンド誘致推進業務に係る企画提案 公募要領 

 

この要領は、青森県、岩手県及び秋田県（以下「北東北三県」という。）が東北観光復興

対策交付金事業（以下「交付金事業」という。）の効果検証等を実施し、交付金事業のＰＤ

ＣＡサイクルの確立を図り、北東北三県へのインバウンド誘致に向けて効果的な事業を実施

することを目的とする北東北インバウンド誘致推進業務を委託するための企画提案を広く

募集し、総合的な審査により受託者を選定するために必要な事項を定める。 

 

１ 公募期間 

   平成２９年４月４日（火）～４月１７日（月） 

 

２ 担当者 

   青森県観光国際戦略局誘客交流課国際誘客グループ 川村 

     〒030-8570 青森市長島 1-1-1 

     TEL：017-734-9130 ／ FAX：017-734-8126 

     E-mail：mutsumi_kawamura@pref.aomori.lg.jp 

 

３ 委託業務名 

   北東北インバウンド誘致推進業務 

 

４ 業務概要 

（１）業務目的 

   平成２８年度に各県及び北東北三県が連携して実施した交付金事業の効果検証及び

次年度以降の交付金事業へ反映をし、北東北三県が同基準のもと交付金事業の効果を検

証することで、交付金事業のＰＤＣＡサイクルの確立を図るとともに、北東北三県への

インバウンド誘致に向けて効果的な事業を実施することを目的とする。 

（２）採用者数、予算限度額 

１者 ６０，０００千円 

（消費税及び地方消費税を含む。予算は、青森県、岩手県及び秋田県の合算額で、

各県の予算限度額は２０，０００千円とする。） 

（３）契約期間 

  契約締結の日から平成３０年３月３０日（金）まで 

 

５ 委託業務の内容 

  仕様書のとおり 

 

６ 公募への参加について 

応募する時点で、次の要件を全て満たすものであること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4（一般競争入札の参加者の



資格）第１項に規定する者に該当しない者であること。 

（２）青森県財務規則（昭和 39年 3月青森県規則第 10号）第 128条の規定による一般競争

入札に参加できない者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者（更正手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと、又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開

始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）共同体での参加も可能とする。ただし、その場合は当該共同体の構成員が単体で参加

することはできない。なお各構成員は（１）～（４）の条件をすべて満たすこと。 

 

７ 参加方法 

   参加を希望する者は、次のとおり参加表明を行うこと。 

（１）提出書類 

   参加表明書（様式１） 

（２）提出期限等 

   平成２９年４月１０日（月）１７時００分必着 

   持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は、上記提出期限に必着とし、発送後であっ

ても、未着の場合は期限内の提出がなかったものとみなす。ただし、期限までにメール

にて仮提出がある場合はこの限りではない。 

（３）提出先 

   「２ 担当者」のとおり。 

（４）参加資格の可否及び喪失 

   参加表明書を提出した者は、本業務企画提案への参加資格を有するものとする。 

   ただし、次の各号のいずれかに該当したときは、参加資格を喪失するものとする。 

  ①本手続きにおいて、提出した書類等に虚偽の記載をし、又はその他不正は行為をした

とき。 

  ②本手続きの期間中に、上記６に掲げる公募要件に該当しなくなったとき。 

 

８ 企画提案書作成に関する質問等の受付 

 （１）受付期間 

    参加表明提出期限から平成２９年４月７日（金）１７時００分までとする。 

 （２）提出方法 

    ①持参、FAXまたはメールにより、質問票（様式２）を提出すること。 

    ②送付先は、「２ 担当者」のとおり。 

    ③送信後、電話連絡により着信の確認をすること。 

 （３）回答方法 

    質問に対する回答は、平成３０年４月１０日（月）１７時００分までに FAXまたは



メールで本企画参加表明者全てに対して行う。 

 （４）その他 

    受付時間以外の質問については、いかなる理由があっても回答はしない。 

 

９ 企画提案書の提出について 

企画提案書は、次に定めるところにより作成し提出するものとする。なお、様式は任意

で日本工業規格Ａ４又はＡ３サイズ（折り込むこと）を基本とし、ページを付すものとす

る。 

また、提出書類は、審査のためにのみ使用し、提出された書類は返却しない。 

（１）提出書類及び留意事項 

①企画提案書 

 ・企画にあたっての考え方、基本方針 

 ・仕様書中の企画内容 

 ・全体構成とスケジュール 

②経費見積書（任意様式） 

 積算根拠が明確になるよう具体的に記載することとし、予算限度額を上限とする。 

③その他企画提案を説明するのに必要な書類 

  ④業務実施体制について 

ア）本業務を実施する場合の業務責任者及び従事者について、職・氏名、年齢、経験年

数及び担当する業務内容について明記すること。 

イ）営業窓口担当者の職・氏名及び連絡先を明記すること。 

（２）企画提案書の提出 

①提出期限 平成２９年４月１７日（月）１７時００分必着とする 

    持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は、上記提出期限に必着とし、発送後であ

っても、未着の場合は期限内の提出がなかったものとみなす。ただし、期限までにメ

ールにて仮提出がある場合はこの限りではない。 

②提出先  「２ 担当部署」のとおり。 

③提出部数 印刷物 ５部 

 ④提出方法 持参（土、日、祝日を除く。）又は郵送とする。（配達証明付き書留郵便に

限り、受領期間内に必着のこと。） 

 

10 辞退 

  「７ 参加表明」の規定により参加表明をした者において、事情により提案を辞退する

こととした者は、次にとおり提案辞退をすること。 

（１）提出書類 

   提案辞退届（様式３） 

（２）提出先 

   「２ 担当者」のとおり。 



（３）その他 

   提案辞退届を提出した者は、いかなる理由があっても再び参加表明することはできな

いこととする。 

 

 

11 審査 

（１）審査の方法 

企画提案書を踏まえ、別紙「企画提案書審査基準」に基づき、最優秀提案者を 1者選

定する。 

（２）審査結果の通知 

審査結果は、平成２９年４月１９日（水）までにメールにて通知する。 

 

12 契約の締結方法 

最優秀提案者を契約予定者とし、随意契約の見積徴取の相手方とする。なお、最優秀

提案者との協議において合意が至らなかった場合には、次点者と協議を行うものとする。 

 

13 その他の留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。 

（２）提案者の提出する企画提案書は 1案に限る。 

（３）提出書類の作成並びに提出に要する費用、旅費、その他本手続きへの参加に関し、要

した経費は参加者の負担とする。 

（４）契約保証金は、青森県財務規則の規定による。 

  【参考】青森県財務規則第１５９条 

 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の百分の五以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。 

一 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

二 過去２年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結

し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（５）本業務は国の東北観光復興対策交付金を活用しているため、会計検査院の実地検査等

の対象となる場合がある。 

 

14 様式一覧 

  様式１ 参加表明書 

  様式２ 質問票 

  様式３ 提案辞退届 

  



（様式１） 

平成 29年  月  日 

 

青森県知事 三 村 申 吾  殿 

住所 

名称 

代表者職氏名                     印 

 

北東北インバウンド誘致推進業務に係る企画提参加表明書 

 

平成２９年４月４日付けで募集のありました標記企画提案に参加を表明し、業務提案書等

関係書類を期限までに提出します。 

なお、次の事項に該当しないこと並びにこの参加表明書及び添付書類の全ての記載事項に

ついては、事実と相違ないことを誓約いたします。 

 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第１項に規定する者に該当

しない者であること。 

（２）青森県財務規則（昭和 39年 3月青森県規則第 10号）第 128条の規定による一般競争

入札に参加できない者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者（更正手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと、又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開

始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。 

 ＜本件にかかる連絡先＞ 

所属 
 

 

担当者職氏名 
 

 

住所 
 

 

電話 
 

 

FAX 
 

 

メールアドレス 
 

 

  



（様式２） 

平成 29年  月  日 

 

 

青森県知事 三 村 申 吾  殿 

 

住所 

名称 

代表者職氏名                印 

 

 

北東北インバウンド誘致推進業務に係る質問票 

 

平成２９年４月４日付けで募集のありました標記業務について、以下のとおり質問します。 

 

 

項目 質問内容 

（記載例） 

・公募要領１ 

・仕様書２（１）① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●とは何か。 

▲▲▲とは「△△△」という意味か。 

  



（様式３） 

平成 29年  月  日 

 

 

青森県知事 三 村 申 吾  殿 

 

 

住所 

名称 

代表者職氏名                印 

 

 

北東北インバウンド誘致推進業務に係る企画提案 提案辞退届 

 

 

平成２９年４月４日付けで標記業務に係る企画提案への参加表明書を提出しましたが、辞

退します。 

 

 

（辞退理由） 

 

 

  



別紙 

 

北東北インバウンド誘致推進業務企画提案書審査基準 

 

（目的） 

第１ この基準は、平成２８年度に北東北三県が東北観光復興対策交付金事業の効果検証及び次年度

以降の交付金事業へ反映をし、交付金事業のＰＤＣＡサイクルの確立を図るための北東北インバウ

ンド誘致推進業務に係る企画提案書の評価に関する基準を定めることを目的とする。 

 

（評価の方法） 

第２ 評価は、企画提案書の内容に基づき行う。 

 

（評価方法） 

第３ 北東北インバウンド誘致推進業務企画提案書の選定は、次の項目について評価を行い点数化し、

その合計を各委員の評価点とする。 

 

審査項目 審査の視点 配点 

業務遂行に対

する評価 

・青森・秋田・岩手各県内の同等の業務実績を有し、地元観光資源や

誘客上の課題に対する知見を有する事業者が参画しているか。 

・実施については十分な人員、実施体制、技術力を確保しているか。 

30 

提案に対する

評価 

・インバウンド誘客施策に対する評価指標の体系が示され、それに基

づく包括的な分析評価を行い、今後の確実なPDCAサイクル実施につな

げる工夫がなされているか 

・データ分析において多様な情報源を利用する工夫がなされているか。 

・情報源から抽出されると推定される情報量が十分であるか、また対

象期間が適切であるか。 

・効果的な事業実施のために工夫された分析方法が提案されているか。 

40 

工程管理 
・委託期間満了日まで無理なく確実に業務を遂行できるとともに、業

務の趣旨に沿った効果的な活動スケジュールとなっているか。 
20 

経費積算の妥

当性 
・経費の積算内容に不備、不適切なものはないか。 10 

 

２ 各委員の評価点数を提案者ごとに集計し、審査委員により、契約予定者を特定する。なお、１位

となった提案者が２者以上ある場合は、審査委員の協議により決定する。 

 


